建物等の解体撤去工事仕様書 

本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）」 （ 以下、「建設リサイクル法」という。） により分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再 資源化等の実施義務を有する工事であり、下記により分別解体等を行い、特定建設資材廃棄 物の再資源化等を図るものとする。

 １ 一般的事項
 （１）建物・工作物の解体に当たっては、建設リサイクル法及び石綿障害予防規則（令和2 年厚生労働省令第134号による改正）並びに関連する法令を遵守し、特に工事現場の施 工・管理等は適切に行うものとする。
 （２）解体する物件は、下記７に掲げる建物・工作物及び監督員が指示する物件と する。 
（３）仕様書及び施工上において不明な点が生じた場合は、監督員の指示に従うも のとする。
 （４）建物・工作物の解体に当たっては、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 等の関係法令を遵守し、労働安全衛生に十分配慮するものとする。

 ２ 特記事項 
本工事の施工に当たり、本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣 官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書（最新版）」(以下「解共仕」と いう。)に基づくこと。 

３ 官公署その他への届出手続等 建築リサイクル法及び建築基準法に規定されている「各種届出等」について、 関係行政機関へ必要な届出手続を行うこと。

 ４ 保険等
 （１）契約約款に基づき雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小 企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保 険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
 （２）雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して 責任を持って適正な補償をしなければならない。
 （３）労働者災害補償保険関係成立の証並びに、建設業退職金共済制度に加入した 時には、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後発注者に提出しなけれ ばならない。 

５ 工事関係図書
 「解共仕」1．2．1から1．2．3に基づき「実施工程表」、「施工計画書」、「工事記録（写真）」を整備すること。

 ６ 仮設工事
 （１）本工事の施工に当たり、施工区域外の発注者敷地に仮設建物等の設置を必要 とする場合は、あらかじめ、発注者の承認を得るものとし、これに要する費用は全て受注者の負担とする。
 （２）監督職員事務所の設置は不要である。
 （３）既存施設の工事用電力の利用はできない。
 （４）工事名称、発注者等を示す工事標識及び労災保険関係成立の標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

 ７ 解体・撤去物件の範囲、構造及び数量等 別添「解体・撤去物件の範囲、構造及び数量」及び「アスベスト含有調査結果」 のとおり。 なお、本工事を施工した結果、工事費内訳書の数量等と実際の数量等とに差異 が生じても契約変更は行わないことから、必ず現地を熟覧した上で応札すること。

 ８ 解体・撤去作業
 （１）分別解体等に当たっては、建設リサイクル法第9条第2項に定めるところに より、施工方法に関する基準として「建設工事に係る資材の再資源化等に関す る法律施行規則（国土交通省・環境省令第１号）」（ 以下、「主務省令」とい う。）第2条に規定する基準に従い、施工しなければならない。
 （２）建物、工作物の解体・撤去に当たり次の措置を講ずるものとする。
 ① 第三者に危害を及ぼさないよう防護措置を講ずるものとする。
 ② 騒音、振動の防止対策は、善良な管理者をもって対処するものとする。
 ③ 作業区域外へ粉塵の飛散が危惧される場合には、仮囲い、散水等により飛 散防止措置を講ずるものとする。 
（３）分別解体等に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
 （４）アスベスト含有建材等（みなし含む）については、関係法令に基づき適切に 処理するものとする。 

９ 再資源化等及び処分 
（１）特定建設資材廃棄物の再資源化等は、契約書「別紙２」の再資源化等をする ための施設において行うものとする。
 （２）特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18 条第1項の規定により、その旨を書面にて報告するものとする。

 10 解体後の整地・後片付け 
（１）土中解体物の撤去跡は山砂、良質土等により埋戻し砂利を敷いた後、転圧する。
 （２）その他解体・撤去により生じた施工地の凸凹は平坦に整地する。
 （３）本工事完了後は、敷地内に設置した仮設物を撤去し敷地内全体の清掃を行う。

 11 その他事項
 （１）工事施工に起因する騒音・振動のほか、現場における安全対策等について、 関連法令に従い、十分注意すること。 
（２）工事施工に際し、住民等から異議の申し立てがなされる等、何らかの問題が 生じた場合には、当該部分にかかる工事を直ちに中断し、速やかに監督職員に 報告の上指示を仰ぐこと。
 （３）本仕様書に記載の無いもの及び本仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と 協議すること。
